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�愛媛県告示第１１５７号
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律第１２３号）第５４条第２項の規定により、次のとおり指定自

立支援医療機関を指定した。

令和５年１１月１０日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第１１５８号
大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号。以下「法」という。）第６条第１項の規定による届出があったので、同条第３項において

準用する法第５条第３項の規定に基づき、次のとおり告示する。

当該届出は、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び中予地方局地域産業振興部商工観光課並びに松山市役所において告示の日から

４月間縦覧に供する。

令和５年１１月１０日

発 行 愛 媛 県
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○ 県営土地改良事業の事業変更計画書の縦覧…………………………………………………………………………………………………………（農地整備課）…１２３１
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○ 地域森林計画の変更案の公表（４件）………………………………………………………………………………………………………………（ 〃 ）…１２３１
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○ 建築士の免許の取消し…………………………………………………………………………………………………………………………………（建築住宅課）…１２３１

○ 瀬戸内海環境保全特別措置法第５条による特定施設の設置の許可の申請の概要………………………………（東予地方局四国中央保健所衛生環境課）…１２３２

○ 指定道路の指定…………………………………………………………………………………………………………………（東予地方局四国中央土木事務所）…１２３２

○ 指定障害福祉サービス事業の廃止………………………………………………………………………………………………………（中予地方局地域福祉課）…１２３３

○ 開発行為に関する工事の完了（２件）…………………………………………………………………………………………………（中予地方局建築指導課）…１２３３

○ 道路の区域変更（県道大洲野村線）………………………………………………………………………………………………（南予地方局大洲土木事務所）…１２３３

○ 道路の供用開始（ 〃 ）………………………………………………………………………………………………（ 〃 ）…１２３３

○ 道路の供用開始（県道論田袋口線）………………………………………………………………………………………………（ 〃 ）…１２３４

選挙管理委員会告示

○ 政治団体の設立の届出……………………………………………………………………………………………………………………………（選挙管理委員会）…１２３４

○ 政治団体の届出事項の異動の届出………………………………………………………………………………………………………………（ 〃 ）…１２３４

○ 政治団体の解散の届出……………………………………………………………………………………………………………………………（ 〃 ）…１２３６

○ 資金管理団体の指定の届出………………………………………………………………………………………………………………………（ 〃 ）…１２３６

○ 資金管理団体でなくなった旨の届出……………………………………………………………………………………………………………（ 〃 ）…１２３６

名 称 所 在 地
開 設 者 担当しようとする

医療の種類 指定年月日
氏名又は名称 主たる事務所の所在地 代表者の氏名

マイ薬局 大洲店 大洲市東大洲８４－１ 株式会社大田薬品 大洲市東大洲７７－２ 代表取締役
大 田 陛 生

薬局（育成医療・
更生医療）

令和５年
１０月１日

ウイング薬局 伊予上野
店 伊予市上野１４６２番地１０ 株式会社ウイング薬局 松山市樽味四丁目３番１４

号
代表取締役
安 藤 雅 人

薬局（育成医療・
更生医療）

令和５年
１１月１日

三崎薬局 西宇和郡伊方町三崎１５１９
番地 株式会社アポリード 八幡浜市大平１番耕地７７

４番地５
代表取締役
井 上 貴 博

薬局（育成医療・
更生医療）

令和５年
１１月１日

光琳堂薬局中萩店 新居浜市本郷三丁目４番
２３号 株式会社Ａｌｋａｎａ 松山市高岡４８０－１３ 代表取締役

河 村 卓 哉
薬局（育成医療・
更生医療）

令和５年
１１月１日

毎週（火・金）曜日発行 第４５９号 令和５年１１月１０日

令和５年１１月１０日金曜日 第４５９号
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�愛媛県告示第１１６０号
次の地籍調査の結果は、国土調査法（昭和２６年法律第１８０号）第

１９条第２項の規定に基づき国土調査の成果として認証したから、同

条第４項の規定に基づき次のとおり公告する。

令和５年１１月１０日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 地籍調査の実施者、地域、調査期間及び成果の名称

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 変更の届出の概要

大規模小売店舗の名称 大規模小売店舗の所
在地 変更した事項 変 更 前 変 更 後 変 更 の

年 月 日
届 出
年 月 日

フジ藤原店 松山市藤原二丁目８
番１ 外

大規模小売店舗において小売
業を行う者

株式会社フジ・リテ
イリング
ほか４者

株式会社フジ・リテ
イリング
ほか５者

令和５年
１０月２６日

令和５年
１０月２６日

２ 意見書の提出

この告示に係る大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項について意見を有する者は、告

示の日から４月以内に、愛媛県に次のとおり意見書を提出することができる。

なお、提出された意見書は、その概要を告示するとともに、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び中予地方局地域産業振興部商

工観光課並びに松山市役所において告示の日から１月間縦覧に供する。

� 意見書に記載すべき事項

ア 提出者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

イ 当該大規模小売店舗の名称

ウ 当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項についての意見

� 提出先

愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課

�愛媛県告示第１１５９号
大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号。以下「法」という。）第６条第２項の規定による届出があったので、同条第３項において

準用する法第５条第３項の規定に基づき、次のとおり告示する。

当該届出及び法第６条第３項において準用する法第５条第２項の添付書類は、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び中予地方局地

域産業振興部商工観光課並びに松山市役所において告示の日から４月間縦覧に供する。

令和５年１１月１０日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 変更の届出の概要

大規模小売店舗の名称 大規模小売店舗の所
在地 変更しようとする事項 変 更 前 変 更 後 変更する

年 月 日
届 出
年 月 日

フジ藤原店 松山市藤原二丁目８
番１ 外

大規模小売店舗内の店舗面積
の合計 ５，６５７平方メートル ６，７２０平方メートル 令和６年

６月２７日
令和５年
１０月２６日

駐車場の位置及び収容台数 ３１７台 ３９８台

駐輪場の位置及び収容台数 １８２台 ２０５台

荷さばき施設において荷さば
きを行うことができる時間帯

午前６時から午後８
時まで

午前６時から午後１０
時まで

２ 意見書の提出

この告示に係る大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項について意見を有する者は、告

示の日から４月以内に、愛媛県に次のとおり意見書を提出することができる。

なお、提出された意見書は、その概要を告示するとともに、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び中予地方局地域産業振興部商

工観光課並びに松山市役所において告示の日から１月間縦覧に供する。

� 意見書に記載すべき事項

ア 提出者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

イ 当該大規模小売店舗の名称

ウ 当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項についての意見

� 提出先

愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課
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実施者 地 域 調 査 期 間 成果の名称

松山市 玉谷地区 平成３０年度から
令和４年度まで

松山市（玉谷地
区）の地籍図及び
地籍簿

宇和島市 下畑地の第１２ 令和３年度から
令和４年度まで

宇和島市（下畑地
の第１２）の地籍図
及び地籍簿

松前町 浜（新立）第２
地区

令和３年度から
令和４年度まで

松 前 町（浜（新
立）第２地区）の
地籍図及び地籍簿

２ 認証年月日

令和５年１１月１０日

�������
�愛媛県告示第１１６１号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第８８条第１項の規定により、

新居浜市萩生地域に係る県営土地改良事業計画を変更したので、同

条第６項において準用する同法第８７条第５項の規定により、次のと

おり土地改良事業変更計画書の写しを縦覧に供する。

令和５年１１月１０日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 縦覧に供すべき書類の名称

県営土地改良事業（ため池等整備事業・宮ノ谷大池地区）変更

計画書の写し

２ 縦覧期間

令和５年１１月１３日から１２月１１日まで

３ 縦覧場所

新居浜市役所本庁

�������
�愛媛県告示第１１６２号
森林法（昭和２６年法律第２４９号）第５条第１項の規定に基づき、

中予山岳地域森林計画を立てたいので、同法第６条第１項の規定に

より、当該地域森林計画の案を中予地方局農林水産振興部�万高原
森林林業課において告示の日から３０日間公衆の縦覧に供する。

令和５年１１月１０日

愛媛県知事 中 村 時 広

�������
�愛媛県告示第１１６３号
森林法（昭和２６年法律第２４９号）第５条第５項の規定に基づき、

肱川地域森林計画を変更したいので、同法第６条第１項の規定によ

り、当該地域森林計画の変更の案を南予地方局農林水産振興部八幡

浜支局森林林業課及び肱川流域林業振興課において告示の日から３０

日間公衆の縦覧に供する。

令和５年１１月１０日

愛媛県知事 中 村 時 広

�������
�愛媛県告示第１１６４号
森林法（昭和２６年法律第２４９号）第５条第５項の規定に基づき、

東予地域森林計画を変更したいので、同法第６条第１項の規定によ

り、当該地域森林計画の変更の案を東予地方局農林水産振興部森林

林業課及び四国中央駐在（四国中央森林林業振興班）において告示

の日から３０日間公衆の縦覧に供する。

令和５年１１月１０日

愛媛県知事 中 村 時 広

�������
�愛媛県告示第１１６５号
森林法（昭和２６年法律第２４９号）第５条第５項の規定に基づき、

今治松山地域森林計画を変更したいので、同法第６条第１項の規定

により、当該地域森林計画の変更の案を中予地方局農林水産振興部

森林林業課及び東予地方局農林水産振興部森林林業課今治駐在（今

治森林林業振興班）において告示の日から３０日間公衆の縦覧に供す

る。

令和５年１１月１０日

愛媛県知事 中 村 時 広

�������
�愛媛県告示第１１６６号
森林法（昭和２６年法律第２４９号）第５条第５項の規定に基づき、

南予地域森林計画を変更したいので、同法第６条第１項の規定によ

り、当該地域森林計画の変更の案を南予地方局農林水産振興部森林

林業課及び愛南駐在（愛南森林林業振興班）において告示の日から

３０日間公衆の縦覧に供する。

令和５年１１月１０日

愛媛県知事 中 村 時 広

�������
�愛媛県告示第１１６７号
急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律（昭和４４年法律第

５７号）第３条第１項の規定により、次の区域を急傾斜地崩壊危険区

域として指定する。

その関係図面は、愛媛県庁並びに関係の地方局及び市役所におい

て縦覧に供する。

令和５年１１月１０日

愛媛県知事 中 村 時 広

和霊５－３地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱１号から標柱１０号までを順次

結んだ線、標柱１０号と急傾斜地崩壊危険区域の指定（平成６年１１月

愛媛県告示第１１９７号）和霊北の項で指定した標柱１３号を結んだ線、

同項で指定した標柱１３号、標柱１２号、標柱１１号、標柱１０号、標柱９

号及び標柱８号を順次結んだ線及び同項で指定した標柱８号と次に

掲げる地番の土地に存する標柱１号を結んだ線に囲まれた区域

�������
�愛媛県告示第１１６８号
建築士法（昭和２５年法律第２０２号）第９条第１項の規定により、

次のとおり建築士の免許を取り消した。

令和５年１１月１０日

市 町 字 地 番 標 柱

宇和島市 和霊町 梶ヶ谷 １５１７番１７ １号

池ノ奥 １５１７番 ２号

１５１９番２ ３号、４号、５号

１５２９番 ６号

１９００番１ ７号

１５３０番 ８号、９号

１５４２番 １０号
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愛媛県知事 中 村 時 広

�������
�愛媛県告示第１１６９号
次のように瀬戸内海環境保全特別措置法（昭和４８年法律第１１０号。

以下「法」という。）第５条第１項の規定に基づく特定施設の設置

の許可の申請があった。

なお、法第５条第３項に規定する書面は、愛媛県四国中央保健所

及び四国中央市役所において告示の日から３週間公衆の縦覧に供す

る。

令和５年１１月１０日

愛媛県四国中央保健所長 武 方 誠 二

１ 申請者の名称、住所及びその代表者の氏名

リンテック株式会社

東京都板橋区本町２３番２３号

代表取締役社長 服部 真

２ 事業場の名称及び所在地

リンテック株式会社三島工場

四国中央市三島紙屋町２番４６号

３ 特定施設に関する事項

� 濾過施設�４ＶＦ

４ 汚水等の処理施設に関する事項

変更なし

５ 事業場から排出される汚水等の汚染状態の通常の値及び最大の

値並びに汚水等の１日当たりの量

総排水口

�������
�愛媛県告示第１１７０号
建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５号の規定

により、次のとおり指定道路を指定した。

令和５年１１月１０日

愛媛県東予地方局長 客 本 宗 嗣

１ 指定道路の種類

建築基準法第４２条第１項第５号

２ 指定年月日

令和５年１０月３０日

３ 指定道路の位置

四国中央市妻鳥町字下智々古４８７番３の一部、４８７番４の一部及

び４８７番９

４ 指定道路の延長及び幅員

� 延長 ３４．４２メートル

� 幅員 ４．７０メートル

免許の
取 消
年月日

免許の取消しを受けた建築士 免 許 の
取消しの
理 由氏 名 二級建築士又は

木造建築士の別 登録番号

令和５年
８月１１日 向 井 金 正 二級建築士 愛媛県知事登録

第３９３３号 死亡による

生物学的酸
素 要 求 量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ３０

最大 ４３

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ６０

最大 ６５

汚水等の汚

染状態の値

水素イオン

濃度（水素

指数）

通常 ６．４～７．９

最大 ５．８～８．６

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ３５

最大 ５０

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ３０

最大 ４５

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １４

最大 ２０

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２

最大 ３

生物学的酸
素 要 求 量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２３

最大 ３２

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 １６，９５０

最大 １９，５８０

備考 この他に雨水排水口が１３箇所ある。

特 定 施 設 の 種 類
水質汚濁防止法施行令（昭和４６年政令第
１８８号）別表第１第６４－２号ロ 濾過施
設

特 定 施 設 の 能 力 １日当たり２，４００�

工 事 の 着 手 予 定 年 月 日 令和６年１月４日

工 事 の 完 成 予 定 年 月 日 令和６年２月２３日

使 用 開 始 の 予 定 年 月 日 令和６年２月２４日

特定施設の使用時間間隔 連 続

特定施設の１日当たりの使用
時間 ２４時間

特定施設の使用の季節的変動
の概要 無 し

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

水素イオン

濃度（水素

指数）

通常 ６．８～７．８

最大 ５．８～８．６

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ４０

最大 ５０

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ４００

最大 ６００

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２０

最大 ３０

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ３

最大 ５
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�愛媛県告示第１１７１号
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律第１２３号）第４６条第２項の規定により、指定障害福祉サー

ビス事業者から次のとおり指定障害福祉サービス事業を廃止する旨の届出があった。

令和５年１１月１０日

愛媛県中予地方局長 馬 越 祐 希

�愛媛県告示第１１７２号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第１項に規定する開発行為に関する工事が次のとおり完了した。

令和５年１１月１０日

愛媛県中予地方局長 馬 越 祐 希

�愛媛県告示第１１７３号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第１項に規定する開発行為に関する工事が次のとおり完了した。

令和５年１１月１０日

愛媛県中予地方局長 馬 越 祐 希

�愛媛県告示第１１７４号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、南予地方局大洲土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

令和５年１１月１０日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第１１７５号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、南予地方局大洲土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

事業者番号
指 定 障 害 福 祉 サ ー ビ ス 事 業 者

指定障害福祉
サービスの種類

廃止に係る指定障害福祉サービス事業所
廃 止
年 月 日

氏名又は名称 主たる事務所
の 所 在 地 代表者の氏名 名 称 所 在 地

３８２１５００３０７ 株式会社トピシエル 愛媛県伊予郡砥部町重
光１６５番地１ 林 紗友理 共同生活援助 グループホーム トピ

シエル
愛媛県東温市松瀬川５９
２－１２

令和５年
９月３０日

３８１１００００３７ 社会福祉法人 伊予市
社会福祉協議会

愛媛県伊予市米湊７２３
番地１ 上 本 昌 幸 重度訪問介護 伊予市社協居宅介護事

業所
愛媛県伊予市米湊７２３
番地１

令和５年
１０月３１日

検 査 済 証 の 番 号
及 び 交 付 年 月 日

工 事 を 完 了 し た 開 発 区 域 又 は
工 区 に 含 ま れ る 地 域 の 名 称

開 発 許 可 を 受 け た
者 の 住 所 及 び 氏 名

５中局建（開）第２４号

令和５年１０月３０日

伊予郡砥部町高尾田６３８番２、６３９番１、６４２番１、６４２番２、６４２番３、６４２

番４、６４２番５、６４２番６、６４２番７、６４２番８、６４２番９、６４２番１０、６４２番

１１、６４２番１２、６４２番１３、６３９番１地先里道・水路

松山市来住町１０７４番地８

愛花宅建

岡 花 良 一

検 査 済 証 の 番 号
及 び 交 付 年 月 日

工 事 を 完 了 し た 開 発 区 域 又 は
工 区 に 含 ま れ る 地 域 の 名 称

開 発 許 可 を 受 け た
者 の 住 所 及 び 氏 名

５中局建（開）第２５号

令和５年１０月３０日
伊予郡砥部町拾町６２番、６３番、６３番地先里道

松山市井門町３７３番地１

株式会社 上浮穴エム・シー

代表取締役 西 岡 大

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 大洲野村線
大洲市菅田町大竹字上窪甲５３番地５地先から

同町大竹字上ノ山乙６１番地４地先まで

旧 ７．７～７．９ ０．１３０

新 ７．７～１４．９ ０．１３０

〃 〃
大洲市菅田町大竹字入道ヶ谷乙１番１４から

同町菅田字漆谷乙８２５番２まで

旧 ５．３～１３．１ ０．２１０

新 ６．０～１３．１ ０．２１０
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令和５年１１月１０日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第１１７６号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、南予地方局大洲土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

令和５年１１月１０日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県選挙管理委員会告示第７２号
政治資金規正法（昭和２３年法律第１９４号）第６条第１項の規定により、次のとおり政治団体の設立の届出があった。

令和５年１１月１０日

愛媛県選挙管理委員会委員長 大 塚 岩 男

１ その他の政治団体（政党及び政治資金団体以外の政治団体）

国会議員関係政治団体以外の政治団体

�愛媛県選挙管理委員会告示第７３号
政治資金規正法（昭和２３年法律第１９４号）第７条第１項の規定により、次のとおり政治団体から届出事項の異動の届出があった。

令和５年１１月１０日

愛媛県選挙管理委員会委員長 大 塚 岩 男

１ 政党の支部

政治団体の名称 代表者の氏名 異 動 事 項 新 旧 異動年月日

自由民主党愛媛県歯科医
師支部 橋 本 成 人 代 表 者 橋 本 成 人 岡 本 幸 一 令和５年７月１日

会 計 責 任 者 近 藤 一 雄 三 宅 修 司

自由民主党愛媛県伊予郡
第一支部 松 下 行 吉 政 治 団 体 の 名 称 自由民主党愛媛県伊予郡第一

支部
自由民主党愛媛県伊予郡第三
支部 令和５年１０月１日

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 大洲野村線
大洲市菅田町大竹字上窪甲５３番地５地先から

同町大竹字上ノ山乙６１番地４地先まで
令和５年１１月１０日

〃 〃
大洲市菅田町大竹字入道ヶ谷乙１番１４から

同町菅田字漆谷乙８２５番２まで
〃

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 論田袋口線
喜多郡内子町立山２７９０番２から

同町立山２５４４番２まで
令和５年１１月１０日

政 治 団 体 の 名 称
代表者及び会計責任者の氏名

主 た る 事 務 所 の 所 在 地 届出年月日
代 表 者 会 計 責 任 者

今治の明日を語る会 � 永 繁 樹 高 橋 悦 子 今治市天保山町三丁目１－３ 令和５年１０月６日

大西ゆきえ後援会 大 西 幸 江 東 秀 彦 越智郡上島町岩城４７８０ 令和５年１０月１０日

�須賀けいじ後援会 山 内 浩 二 �須賀 数 馬 東温市田窪１３２８－１ 令和５年１０月１６日

たかの正志後援会 鷹 野 正 志 丸 山 仁 美 南宇和郡愛南町御荘平城２０８９ 令和５年１０月３０日
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自由民主党愛媛県松山市・
上浮穴郡第二支部 戒 能 潤之介 政 治 団 体 の 名 称 自由民主党愛媛県松山市・上

浮穴郡第二支部
自由民主党愛媛県松山市第五
支部 令和５年１０月１日

自由民主党愛媛県松山市・
上浮穴郡第三支部 三 宅 浩 正 政 治 団 体 の 名 称 自由民主党愛媛県松山市・上

浮穴郡第三支部
自由民主党愛媛県松山市第九
支部 令和５年１０月１日

自由民主党愛媛県松山市・
上浮穴郡第四支部 松 尾 和 � 政 治 団 体 の 名 称 自由民主党愛媛県松山市・上

浮穴郡第四支部
自由民主党愛媛県松山市第十
六支部 令和５年１０月１日

自由民主党愛媛県松山市・
上浮穴郡第五支部 帽 子 大 輔 政 治 団 体 の 名 称 自由民主党愛媛県松山市・上

浮穴郡第五支部
自由民主党愛媛県松山市第十
支部 令和５年１０月１日

自由民主党愛媛県松山市・
上浮穴郡第六支部 川 本 健 太 政 治 団 体 の 名 称 自由民主党愛媛県松山市・上

浮穴郡第六支部
自由民主党愛媛県松山市第七
支部 令和５年１０月１日

自由民主党愛媛県松山市・
上浮穴郡第七支部 山 � 洋 靖 政 治 団 体 の 名 称 自由民主党愛媛県松山市・上

浮穴郡第七支部
自由民主党愛媛県上浮穴郡第
一支部 令和５年１０月１日

自由民主党愛媛県松山市・
上浮穴郡第八支部 岡 田 教 人 政 治 団 体 の 名 称 自由民主党愛媛県松山市・上

浮穴郡第八支部
自由民主党愛媛県松山市第十
四支部 令和５年１０月１日

自由民主党愛媛県今治市・
越智郡第一支部 福 羅 浩 一 政 治 団 体 の 名 称 自由民主党愛媛県今治市・越

智郡第一支部
自由民主党愛媛県今治市第五
支部 令和５年１０月１日

自由民主党愛媛県宇和島
市・北宇和郡第一支部 中 畑 保 一 政 治 団 体 の 名 称 自由民主党愛媛県宇和島市・

北宇和郡第一支部
自由民主党愛媛県宇和島市第
二支部 令和５年１０月１日

自由民主党愛媛県宇和島
市・北宇和郡第二支部 毛 利 修 三 政 治 団 体 の 名 称 自由民主党愛媛県宇和島市・

北宇和郡第二支部
自由民主党愛媛県北宇和郡第
一支部 令和５年１０月１日

自由民主党愛媛県宇和島
市・北宇和郡第三支部 高 山 康 人 政 治 団 体 の 名 称 自由民主党愛媛県宇和島市・

北宇和郡第三支部
自由民主党愛媛県宇和島市第
四支部 令和５年１０月１日

自由民主党愛媛県大洲市・
喜多郡第一支部 岡 田 志 朗 政 治 団 体 の 名 称 自由民主党愛媛県大洲市・喜

多郡第一支部
自由民主党愛媛県喜多郡第一
支部 令和５年１０月１日

自由民主党愛媛県大洲市・
喜多郡第二支部 西 田 洋 一 政 治 団 体 の 名 称 自由民主党愛媛県大洲市・喜

多郡第二支部
自由民主党愛媛県大洲市第一
支部 令和５年１０月１日

自由民主党愛媛県伊予市
第一支部 大 西 誠 政 治 団 体 の 名 称 自由民主党愛媛県伊予市第一

支部
自由民主党愛媛県伊予市第二
支部 令和５年１０月１日

自由民主党今治支部 福 羅 浩 一 主たる事務所の所在地 今治市北日吉町一丁目１１－１０ 今治市別宮町二丁目４－２０ 令和５年１０月１２日

会 計 責 任 者 廣 川 匡 村 上 信太郎

立憲民主党愛媛県総支部
連合会 白 石 洋 一 会 計 責 任 者 矢 野 尚 良 渡 部 昭 令和５年１０月１７日

２ その他の政治団体（政党及び政治資金団体以外の政治団体）

政治団体の名称 代表者の氏名 異 動 事 項 新 旧 異動年月日

石井みどり愛媛県後援会 橋 本 成 人 代 表 者 橋 本 成 人 岡 本 幸 一 令和５年７月１日

会 計 責 任 者 近 藤 一 雄 三 宅 修 司

愛媛県歯科医師連盟 橋 本 成 人 代 表 者 橋 本 成 人 岡 本 幸 一 令和５年７月１日

会 計 責 任 者 近 藤 一 雄 三 宅 修 司

西村まさみ愛媛県後援会 橋 本 成 人 代 表 者 橋 本 成 人 岡 本 幸 一 令和５年７月１日

会 計 責 任 者 近 藤 一 雄 三 宅 修 司

山田宏愛媛県後援会 橋 本 成 人 代 表 者 橋 本 成 人 岡 本 幸 一 令和５年７月１日

会 計 責 任 者 近 藤 一 雄 三 宅 修 司

池田栄次後援会 池 田 栄 次 会 計 責 任 者 渡 辺 比奈子 池 田 ヨリ子 令和５年９月２９日

政治結社国命会 渡 部 善 朗 主たる事務所の所在地 松山市石手白石甲７３－５ 松山市立花一丁目１０ー４６ 令和５年１０月１７日
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�愛媛県選挙管理委員会告示第７４号
政治資金規正法（昭和２３年法律第１９４号）第１７条第１項の規定に

より、次のとおり政治団体の解散の届出があった。

令和５年１１月１０日

愛媛県選挙管理委員会

委員長 大 塚 岩 男

１ その他の政治団体（政党及び政治資金団体以外の政治団体）

�������
�愛媛県選挙管理委員会告示第７６号
政治資金規正法（昭和２３年法律第１９４号）第１９条第３項の規定に

より、次のとおり同項第２号の規定による資金管理団体でなくなっ

た旨の届出があった。

令和５年１１月１０日

愛媛県選挙管理委員会

委員長 大 塚 岩 男

�愛媛県選挙管理委員会告示第７５号
政治資金規正法（昭和２３年法律第１９４号）第１９条第２項の規定により、次のとおり資金管理団体の届出があった。

令和５年１１月１０日

愛媛県選挙管理委員会委員長 大 塚 岩 男

南 予 政 治 経 済 研 究 会 中 川 鹿太郎 令和５年１月１日

石 井 み ど り 愛 媛 県 後 援 会 橋 本 成 人 令和５年１０月３日

西 村 ま さ み 愛 媛 県 後 援 会 橋 本 成 人 令和５年１０月３日

西原司とみんなでダッシュの会 高 橋 督 佳 令和５年１０月１９日

森 し げ よ し 後 援 会 森 重 嘉 令和５年１０月２４日

資金管理団体の届
出をした者（代表
者）の氏名

公 職 の 種 類 資金管理団体の名称 主 た る 事 務 所 の 所 在 地 指 定 年 月 日

� 永 繁 樹 今治市長 今治の明日を語る会 今治市天保山町三丁目１－３ 令和５年１０月６日

大 西 幸 江 上島町長 大西ゆきえ後援会 越智郡上島町岩城４７８０ 令和５年１０月２５日

政 治 団 体 の 名 称 代表者の氏名 解散年月日

中 川 真 之 介 後 援 会 松 原 篤 材 令和５年１月１日

資金管理団体の
届出をした者の
氏名

資金管理団体の名称 資金管理団体でな
くなった年月日

中 川 鹿太郎 南 予 政 治 経 済 研 究 会 令和５年１月１日

森 重 嘉 森 し げ よ し 後 援 会 令和５年１０月２４日

令和５年１１月１０日 発行


